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役 員 報 酬 規 程 

（目的） 

第 1条 この規程は、公益財団法人仁科記念財団（以下「本財団」という）の定款第 33

条第 1項の規定に基づき、役員の報酬に関する事項を定める。 

（報酬） 

第 2条 役員は無報酬とする。ただし、常勤理事には、その職務執行の対価として報酬

を支給する。 

 2  常勤理事の報酬は別表の通りとする。 

（支払方法） 

第 3条 常勤理事への報酬支払いは、年額報酬額の 12 分の 1を毎月支払うものとする。 

2 支払は、法令に基づいて報酬から控除すべき社会保険料、給与所得税等を控除し、

その差額を本人名義の銀行口座に振込むものとする。 

（改廃） 

第 4条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

附 則 

 この規程は，本財団が行政庁の認定を受け公益財団法人への移行の登記をした日から施

行する。 

平成 27年 6月 9日 第 5回定時評議員会にて第 2条第 2項を改定 
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（別表） 

1. 常勤理事には報酬として、年 2,400 千円を支払う。

平成 30年 6 月 11日 第 8回定時評議員会にて制定 




